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給水装置工事申込書兼給水申込書の記入方法の変更について（通知） 

 

 日ごろは、本企業団の事業にご理解、ご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

この度、パイプシャフト用のメータユニットを設置する場合における給水装置工事申込書兼給

水申込書の記入方法を下記のとおり変更することと致しましたので、適切な事務処理を行ってく

ださいますようお願い致します。 

 

記 

 

１ 変更箇所 

パイプシャフト用のメータユニットを設置する場合、給水装置工事申込書兼給水申込書の

裏面のメータ越え宅地内側使用材料届の(3)水栓類等器具の欄に、メータユニットの「メー

カー名」及び「型番」を記載すること。 

※設置器具が企業団承認品でない場合につきましては、申込みを承認できません。 

 

２ 適用開始日 

   通知日以降に給水受付窓口へ申請するものより適用する。 
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